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 新型コロナウイルス感染症における学校の対応について 

 

令和４年３月１６日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部の事務連

絡を受け文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課から令和４年３月１７日付け別添１

及び別添２並びに別添３のとおり、オミクロン株に対応した春季休業に際して令和４年３

月１８日付け別添４のとおり事務連絡がありました。 

つきましては、各事務連絡等を御確認の上、適切に対応するようお願いいたします。 

なお、市町村教育委員会におかれましては、貴管下各学校等への周知をお願いします。 

 

記 

 

（１）学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガ

イドラインのオミクロン株に対応した運用に当たっての留意事項について（更新）【別

添１】 

本県における濃厚接触者の特定に関する対応については、厚生労働省事務連絡（令

和４年３月１６日付「B.1.1.529系統（オミクロン株）が主流である間の当該株の特

徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学

調査の実施について」）に拠らず、当面の間、従前のとおりの取扱いとなります。 

ついては、学校等における濃厚接触者の特定に関する対応（出席停止や臨時休業の

考え方）についても変更はなく、当面の間これまでどおりの対応となりますので御留

意願います。 

 

（２）オミクロン株が主流である間の当該株の特徴を踏まえた濃厚接触者の特定及び行動

制限並びに積極的疫学調査の実施に伴う学校に関する対応について【別添２】 

学校等で陽性者と単に接触（会話の際にマスクを着用していないなど感染対策を行

わずに飲食を共にしたもの等は除く）があったことのみを理由として、児童生徒等や

教職員に対して登校や出勤を制限することのないよう御留意ください。 

様 



新型コロナウイルスの陽性者の濃厚接触者と同居している場合や行政検査の対象者

と同居している場合等については特段登校を控えることを求める必要はなく、児童生

徒等の健やかな学びを保障する観点等から慎重に検討する必要があります。 

特に新型コロナウイルス感染症の対策や治療に当たる医療従事者その他特定の職業

である家族を持つ者について医学的な根拠なく登校を控えることを求めることは偏見

や差別につながる行為であり、不適切であることに注意してください。 

 

（３）「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更等について【別添３】 

 

（４）オミクロン株に対応した春季休業に際しての学校関係の新型コロナウイルス感染症

対策について【別添４】 
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